
平成 31 年度第１回開成町課長会議 

 
日時 平成 31 年４月 11 日（木）午前９時～10 時 30 分 

場所 中会議室Ｂ 

進行  行政推進部長 

１．町 長 

 

 

２．行事予定について（裏面のとおり） 

 

 

３．県の施策・予算に関する要望について（企画政策課）【10 分】 

 

 

 

 

その他 

税務窓口課   ・統合型地理情報システム導入事業について（７分） 

・開成町窓口のあり方検討報告について（８分） 

福祉課     ・手話通訳者設置事業について（５分） 

産業振興課   ・2019 開成町あじさいまつりに係る職員の協力について（３分） 

子ども・子育て ・居住実態が把握できない児童の対応について（３分） 

・「開成町子ども・子育て支援アンケート調査報告（概要）及び 

         第２期開成町子ども・子育て支援事業計画策定について」（５分） 

 

４．副町長 



県の施策・予算に関する要望について 

１ はじめに 

神奈川県町村会では、毎年、神奈川県知事に対し、県の施策等に関する要望活動

を実施しており、本年も「令和２年度 県の施策・予算に関する要望」を取りまと

めることとしています。 

また、当町では、例年「県の施策・予算に関する要望」の要望事項の中から、特

に重要な要望事項を選定し、地域別首長懇談会及び政党要望の発言テーマとしてい

ます。 

２ 要望のポイント 

  各所属で、所管する事業において次のような事例がある場合には、積極的に要望

事項を提出してください。とくに議会において県に要望していく旨の答弁をしてい

る場合には、要望事項の提出漏れがないよう適切な対応をお願いします。 

○ 事業の実施にあたり制度面で改善が必要と考えられる場合 

○ 事業の実施にあたり財政面で県の支援が必要と考えられる場合 

○ 町単独での取組みが難しく専門的な技術支援等が必要と考えられる場合 

  また、過去に提出した要望事項を継続して提出する場合には、神奈川県の措置状

況を踏まえ、既に要望の趣旨が伝わっていると考えられるもの、あるいは要望が当

分の間実現困難と思われるもの等については整理するようお願いします。 

※「平成 31年度予算に関する要望（当町提出分）」に対する県の措置状況は４月

８日に各所属長にメールで送信済みです。  

３ 今後のスケジュール（想定） 

  「令和２年度 県の施策・予算に関する要望」の取りまとめスケジュールは、次の

とおりです。 

  4/19    神奈川県町村会主催 第１回要望主管課長会議 

  4/22頃   庁内照会（町村会作成の要望素案への意見照会）（5月中旬締切） 

  5/中旬  地域要望に関する調整会議（足柄上郡５町） 

  5/下旬   新規要望事項・地域別首長懇談会及び政党要望の発言内容を決定 

6/7  神奈川県町村会に要望素案に対する修正意見提出期限 

  7/中旬～ 政党要望（自由民主党・公明党） 

  7/26      地域別首長懇談会 

  8/下旬  神奈川県町村会による要望活動の実施 

 

※ 神奈川県町村会主催の第１回要望主管課長会議（４月 19 日開催）の内容を

踏まえて、各所属に対して要望事項を照会する予定です。 

※ 上記のスケジュールは、現時点の想定であり、今後変更になる可能性があり

ます。 

課 長 会 議 資 料 

（平成31年４月11日開催） 

行政推進部企画政策課 
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統合型地理情報システム（GIS）導入事業について 

１．事業の背景 

職員提案の「地図情報の一元管理と公開」について、システム化による事務効率の向

上が期待できることから採用となり、対象業務や稼働時期など導入に向けて関係各課で

検討することとなった。 

統合型ＧＩＳを導入するためには、多額の事業費、長期的作業における時間、膨大な

作業に伴う労力が見込まれることから、政策決定会議において事業の着手の確認と根幹

となる方針を決定した。 

その中で、税務窓口課を事務局として、担当各課によるプロジェクトチームを設置し、

整備計画等を策定し、統合型ＧＩＳ導入を進めることとされた。 

 

２．プロジェクトチーム会議等開催状況 

開催日 会議名等 

平成３０年３月１４日 統合型地理情報システム導入検討プロジェクトチーム

設置要綱制定 

４月１８日 第 1 回プロジェクトチーム会議 

議題１ プロジェクトチームの設置の背景と目的等に

ついて 

議題２ 統合型 GIS の概要について 

７月３０日 

第 2 回プロジェクトチーム会議 

GIS デモ第 1 回目 (株)こうそく 

GIS デモ第 2 回目 朝日航洋(株) 

８月６日  GIS デモ第 3 回目 アジア航測(株) 

８月上旬  GIS 導入に関するアンケートの実施 

９月７日 第 3 回プロジェクトチーム会議 

議題１ アンケート結果について 

議題２ GIS 整備計画について 

１０月～１月 関係課及び各業者と個別にヒアリング 

平成３１年１月２９日 第 4 回プロジェクトチーム会議  

議題１ 統合型 GIS 導入について 

議題２ システム導入にかかる経費について 

議題３ システム導入後に維持管理・運用方法について  

     ３月２７日 第５回プロジェクトチーム会議 

議題 統合型 GIS 導入報告書について 

平成 31 年 4 月 11 日（木） 

課長会議資料 

税務窓口課 



2 

 

 

３．統合型 GIS導入により得られる効果 

 アンケート結果や現状の状況から、統合型 GIS を導入することにより得られる効果とし

て、次のようなことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．導入にあたっての基本方針 

（１）基本方針 

『誰でも使える安全安心なシステムの導入』 

▪統合型 GIS を導入しても使いにくいシステムは使われなくなっていくことから、導入

する統合型 GIS はストレスなく使用できるよう、「迅速な動作で操作が簡単であること」

「全職員が使えるシステムであること」を基本とする。 

▪個人情報などを含むデータなどは、管理体制、アクセス権限の制限、複製・持ち出しな

どの制限をすることにより、セキュリティの確立されたシステムとして利用できる環境

を整える。 

 

（２）導入後の運用方針 

◎各部署において「共用空間データ」を利用することにより、全体として空間整備の重複

を防ぎ、データ作成費用を削減する。 

◎位置に関わる諸情報を GIS によってデータベース化して共用することにより、様々な

行政分野において住民サービスの向上、庁内の業務の効率化・高度化、地域の課題解決を

実現する。 

 

（３）統合型 GISの段階的な利活用方法 

紙地図を単にＧＩＳに置き換えて見る、または印刷する。   低い  

ＧＩＳにより紙地図の管理・検索を効率化する。          

紙地図に表されている内容を集計・加工する。 

高度な分析に用いる。                   高い 

▪手書きで書きこんだ紙地図を電子化したり、各課で管理している地図情報をデー

タ上で重ね合わせたりすることで、全体が把握しやすくなるなど、事務の効率化・高

度化が図られる。 

▪地図を電子化することにより、資料の消失や劣化が防げる。 

▪各種計画策定時に、情報の重ね合わせ等による分析で、視覚化による課題の明確

化が図られる。 

▪複数の部署で共通して利用されるデータを共用空間データとして一元的に整備す

ることにより、空間整備の重複を防ぎ、データ作成費用を削減することができる。 

専門性 
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統合型 GIS は、簡易的な活用から高度な分析に用いる応用的な活用など、段階により必

要とされる機能が異なるため、個々の状況に応じて活用していく必要がある。 

 

５．システム形態の選択 

GIS の導入形態として、一般的に「オンプレミス」方式と「クラウド」方式が考えられる。 

管理面での優位性などから、当町では「クラウド」方式を採用することとする。 

 

６．システム導入整備計画及びスケジュール 

▪統合型 GIS の導入にあたっては、基本地図データの搭載、データセット等初期整備を実

施する。（地番図、航空写真、都市計画図等） 

▪汎用性が高い統合型 GIS では対応困難な「専門性の高い業務」については、個別 GIS を

導入する。 

▪既に導入済みの個別 GIS のうち、統合型 GIS の機能で対応可能な業務については、個別

から統合型への移行を検討する。移行費用額により、数年に分割して実施する。 

▪より専門業務に特化した機能を有する個別システムについては、継続利用をしながら、共

有データとして搭載可能なデータを、統合型 GIS へ提供する。 

▪家屋図などのデータのデジタル化を進めていく。 

 初年度 
（2019年） 

2年目 
（2020
年） 

3年目 
（2021
年） 

4年目 
（2022
年） 

5年目 
（2023
年） 

6年目 
（2024
年） 

統
合
型

G

I

S

及

び
個
別
G

I

S(

固

定
資
産
税)
導
入 

導入作業 
      

初期データ整備作業 

（地番図、都市計画図、航空写真

等） 

      

デ
ー
タ
の
整
備
・デ
ジ
タ
ル
化
等 

既存データ及び統合型
GIS で運用可能なデー
タの整備 

      

地図情報の作成※ 
      

※統合型 GIS を活用して作成することが考えられる地図情報 

医療機関・調剤薬局マップ 介護施設マップ 災害時要援護登録者マップ 

防犯灯設置箇所図 カーブミラー設置箇所図 消火栓設置箇所図 

ホース格納場設置箇所図 洪水ハザードマップ ごみ置き場マップ 

統計調査区マップ 自治会要望現地図 埋蔵文化財包蔵地箇所図 通学区域図 

上下水道・都市計画既存データを統合型へ移行 

家屋図などのデジタル化 
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７．維持管理・運用方法 

統合型 GIS 導入は全庁各課が関わる取り組みであり、継続的な活用・普及に向けた取り

組みが求められることから、部署横断的な運用体制の構築を要する。 

 当町では、今年度設置された「開成町統合型地理情報システム導入検討プロジェクトチー

ム」で編成された構成員を基に、引き続き横断的な組織として統合型 GIS 導入後のシステ

ム活用の推進に努め、情報化への対応として全庁的に取り組む。 

 

統合型 GIS導入後の運用体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※共用空間データ・・・航空写真、地番図など統合型 GIS 上で複数課が共用する空間データ 

※個別空間データ・・・地番図に個人情報が付されたものなど、担当課のみで取り扱うデータ 

統合型 GIS 

システム管理・運用 

（情報システム担当課） 

共用空間データ管理 

（各担当課） 

個別空間データ管理 

（各担当課） 

統合型 GIS 

個別 GIS 

システム管理・運用 

（各担当課） 

個人情報保護および著作権（※）に関する事

項（各担当課、総務課、情報システム担当課） 

データ提供 

※著作権・・・主に住宅地図 



 

 

 

 

 

手話通訳者設置事業について 

 

１．手話通訳者設置について 

・障がい福祉サービスの充実のため、意思疎通支援事業として、役場新庁舎に 

 おける情報バリアフリーをめざし、平成３１年４月１日から手話通訳者を設 

 置し、聴覚障がいをお持ちの方及び音声・言語機能障がいをお持ちの方に対 

して役場庁内での通訳業務を行います。 

 

２．設置時間及び設置場所 

・設置時間 原則、毎週月曜日、水曜日及び金曜日 午前９時から正午まで 

      （祝・休日、年末年始を除きます。） 

・設置場所 福祉課（町民センター２階） 

 

 

 

 

平成３１年４月１１日 

課 長 会 議 資 料 

保 健 福 祉 部 福 祉 課 



平成３１年４月１１日 

 

各部（課・局・室）長 様 

 

 

まちづくり部産業振興課長 

                          （公印省略） 

 

 

２０１９開成町あじさいまつりに係る職員の協力について（依頼） 

 

 

 本年の開成町あじさいまつりは、６月１日（土）から９日（日）までの９日

間開催いたします。 

職員の皆様には毎年多大なご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 本年も別紙のとおり職員のご協力をいただく依頼いたします。 

 つきましては､公務ご多忙のところ恐縮ですが４月２５日（木）午前中までに、

あじさいまつり協力者名簿を産業振興課まで提出してください。また、次のと

おり説明会を開催しますので、職員の出席についてご協力をお願いいたします。 

 

説明会日時  令和元年５月２２日（水） １３：３０～１４：３０ 

場   所  ２０３・２０４会議室 

 

あじさいまつり期間の土日は、すべて４時間単位の振替とします。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

商工担当 柳澤  内線 281 

 

 

 

平成 31 年 4 月 11 日（木) 

課 長 会 議 資 料 

産 業 振 興 課  



平成 31年 4月 11日 

課 長 会 議 

子ども・子育て支援室 

 

居住実態が把握できない児童の対応について 

 

 全国で発生した児童虐待死亡事案を受け、平成 30 年 7 月に全国一斉に「乳幼児健診

未受診者、未就園児、不就学児等の緊急調査」を実施したところです。以下に示す「居

住実態が把握できない児童」は、児童虐待リスクが非常に高いため、平成 31 年 4 月以

降、下記の児童を把握した場合には、子ども・子育て支援室まで情報提供・対応協議い

ただきますようお願いいたします。 

 

１．「居住実態が把握できない児童」の範囲 

（平成２７年３月１６日付総務省、文部科学省及び厚生労働省連名通知 抜粋） 

 

① 乳幼児健康診査、予防接種、新生児訪問、乳児全戸家庭訪問事業などの乳幼児を

対象とする保健・福祉サービスを受けておらず、家庭への電話、文書、家庭訪問等に

よる勧奨をしたにも関わらず、連絡・接触ができず、関係機関による安全確認ができ

ない児童 

 ② 市町村の児童家庭相談、保育の実施事務、子ども・子育て支援新制度における施

設型給付や児童手当、児童扶養手当等の児童を対象とした手当（市町村独自の手当も

含む。）の支給事務、その他児童福祉行政の実施事務の過程で把握されている児童の

いる家庭のうち、電話、文書、家庭訪問等による勧奨を実施したにも関わらず、連絡・

接触ができていないため、それらの行政事務の実施上、必要な各種届出や手続きを行

っていない家庭に属する児童 

 ③ 市町村教育委員会が、学校への就園・就学に係る事務の過程で把握した児童のう

ち、市町村教育委員会が各学校や学校設置者と連携してもなお電話、文書、家庭訪問

等により連絡・接触ができない家庭に属する児童 

 

 ※ただし、保護者と連絡が取れている場合であっても、保護者の言動その他客観的な

状況に鑑みて所在等の確認が必要と判断した児童や早急に確認が必要と判断した児

童は「居住実態が把握できない児童」として整理する。 

 

２．居住実態不明児童の把握経路の例 

 

税務窓口課 

〇職権消除対象調査等で対象世帯（18歳

未満の児童がいる）の居住実態が確認で

きない、子どもが現認できない。 

〇納税通知書や督促状の郵送物が戻り、

現地等訪問したが、居住実態が確認でき

ず子どもが現認できない。 



保険健康課 

〇乳幼児健康診査の未受診が続き、電話

連絡や受診勧奨通知を送付しても連絡が

なく訪問をしたが不在だった。 

〇出生連絡票が提出され新生児訪問の連

絡をするが電話がつながらない、通知に

応答しない、訪問で確認できない。 

福 祉 課 

〇障害福祉制度などですでに支援を行っ

ている家庭が、全く連絡とれない又は行

方不明である。 

教育総務課 

〇就学前健診未受診や学校等の連絡によ

り、手紙や電話、訪問等の接触を試みる

が子どもが現認できない。 

 

３．把握後の対応 

 業務において居住実態が把握できない場合で、所在及び安全の確認が必要と判断した 

場合は、児童福祉法で規定される要保護児童対策地域協議会の事務局である子ども・ 

子育て支援室に不明の状況、訪問経過等の資料をまとめ報告を行う。 

 要保護児童対策地域協議会事務局は、児童虐待(ネグレクト)として取り扱い、調査を 

継続して実施する。調査は家庭訪問のほか、次の調査を実施する。 

 

① 海外に出国している可能性がある児童 

  ・東京入国管理局への照会。 

② 国内に居住している可能性が高い児童 

  ・子ども・子育て支援室にて把握できなくなった理由や背景等の情報の整理。 

  ・子ども・子育て支援室が中心となり、関係部署連携して頻回な家庭訪問を実施す

るとともに、生活保護等に係る調査、住民基本台帳、戸籍等から判明した親族、

近隣住民等への調査の実施。 

  ・必要に応じて医療機関、教育機関、児童相談所、警察等関係機関への協力依頼。 

 

個人情報保護との関係 

 児童福祉法第２５条の３において、要保護児童対策地域協議会は、関係機関、関係団 

体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者に対し、資料又は情報の 

提供等を求めることができる。 

 

※今年度中に、開成町居住実態不明児童に係る対応基準を定めるため、各課へ調査を行 

う予定です。 
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平成 31年 4月 11日 

課 長 会 議 

子ども・子育て支援室 

 

開成町子ども・子育て支援アンケート調査報告（概要）及び 

第 2期開成町子ども・子育て支援事業計画策定について 

 
Ⅰ．アンケート調査報告 

１．調査の目的 

（１）調査の目的 

 令和２年度を始期とする「第２期開成町子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり、

教育・保育等に関する利用意向等のニーズの現状把握及び各事業の量の見込みの算出のた

めの調査、分析等を行うことを目的としてアンケート調査を実施しました。 

 

（２）調査の対象・期間・方法 

 開成町に在住の未就学児 500 人、小学校１年生から 5 年生まで 500 人を無作為で選び、

アンケート調査への協力を依頼いたしました。アンケート調査は、平成 30 年 11 月 26 日か

ら 12 月 24 日までの期間で、郵送配布、郵送回収の方法により行いました。 

 

（３）調査の回答率 

 調査票を配布した 1,000 人のうち、未就学児 309 人（61.8％）・小学生 251 人（50.2％）

のご回答をいただきました。 

 

２．調査結果の抜粋 

（１）調査項目について 

 アンケート調査では、「お子さんとご家族の状況」「子どもの育ちをめぐる環境」「保護者

の就労状況」「平日の定期的な教育・保育事業の利用状況（未就学児のみ）」「地域の子育て

支援事業の利用状況（未就学児のみ）」「土曜・日曜や長期休暇中の定期的な教育・保育事

業の利用状況（未就学児のみ）」「お子さんの病気の際の対応」「宿泊を伴う一時預かりの利

用」「放課後の過ごし方」「子育てと職場の両立支援制度」を調査項目として未就学児版 32

問、小学生版 26 問を調査しました。以下では、代表的な設問の集計結果を報告いたします。 

 

（２）未就学児 

 ① 子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

62.8 

38.2 

4.5 

28.5 

6.5 

18.4 

2.9 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

その他

無効・無回答

就学前児童

n=  309人
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33.7

0.6

58.0

0.6

1.8

1.8

1.2

6.5

0.0

0% 25% 50% 75% 100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

事業所内保育施設

認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他

無効・無回答

就学前児童

n=  169人

54.0

7.3

0.0

14.6

6.6

0.0

1.5

43.8

12.4

1.5

0% 25% 50% 75% 100%

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人が

みている

近所の人や父母の友人・知人が

みている

利用したいが、保育・教育の事業に

空きがない

利用したいが、経済的な理由で

事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の

時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、

納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

（□歳くらいになったら利用しようと考えている）

その他

無回答

就学前児童

n=  137人

 

 ② 幼稚園、保育所など「定期的な教育・保育の事業」の利用の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 平日のどのような教育・保育の事業を利用しているか 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④-１平日に定期的に教育・保育の事業を利用していない理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用

している

54.7%

利用して

いない

44.3%

無回答

1.0%

就学前児童

n= 309人
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 ④-2 今後利用しようと考えている年齢（「まだ子どもが小さいため」と答えた方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 利用している、していないに関わらず、平日の教育・保育の事業として、定期的に

利用したいと考える事業（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 病児保育の利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

23.0

59.2

23.3

9.7

3.6

6.5

3.6

0.6

16.8

6.1

1.3

0.0

0% 25% 50% 75% 100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

認定保育施設

その他の認可外の保育施設

ファミリー・サポート・センター

居宅訪問型保育

その他

無効・無回答

就学前児童

n=  309人

できれば

病児・病後

児保育施設

などを利用

したい

53.8%

利用したいと

は思わない

46.2%

無回答

0.0%

就学前児童

n= 91人

１歳

15.0%

２歳

8.4%

３歳

45.0%

４歳

20.0%

５歳

3.3%

無回答

8.3%

就学前児童

n=  60人
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⑦ 小学校就学後の放課後の過ごし方で希望するもの（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 子育て環境や支援への満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）小学生 

① 子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.3

17.5

63.8

3.8

45.0

32.5

1.3

33.8

3.8

73.8 

22.5 

76.3 

6.3 

31.3 

21.3

1.3

42.5

5.0

0% 25% 50% 75% 100%

自宅

祖父母や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公園など）

無効・無回答

低学年

高学年

n=80

57.4 

40.6 

2.4 

15.5 

18.3 

2.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

父母ともに

母親

父親

祖父母

小学校

その他

無効・無回答

小学生

n=  251人

満足度１（低

い）

5.7%

満足度２

12.7%

満足度３

38.5%

満足度４

37.5%

満足度５（高

い）

5.7%

就学前児童

n=  309人
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はい

67.0%

いいえ

13.4%

わからない

18.0%

無回答

1.5%

小学生

n= 194人

 ② 子育てをしているアンケート調査者の今の気持ち（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 放課後の過ごし方の希望（調査時点で小学校 1年生から 4年生が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 休日や雨の日でも子どもが過ごせる場所（児童館等）が必要と思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 子育て環境や支援への満足度 

 

 

 

 

 

 

 

68.1

39.4

71.7

70.5

21.5

52.6

7.2

17.1

0.8

0.0

0% 25% 50% 75% 100%

子どもがいると、毎日の生活が楽しい

子育てが、自分の生きがいになっている

子育てすることで、自分も成長している

子育てについて不安になる時や悩む時がある

子育てを負担に感じる時がある

生活や気持ちにゆとりがなく、…

子どもを虐待しているのではないかと…

子育てから解放されたいと思うときがある

その他

無回答 小学生…

71.1

29.4

69.1

2.1

32.5

33.5

0.0

30.9

1.0

0% 25% 50% 75% 100%

自宅のみで過ごす

祖父母や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他（公園など）

無効・無回答
小学生

n=  194人

満足度１（低い）

3.2%

満足度２

20.7%

満足度３

41.4%

満足度４

29.1%

満足度５（高い）

4.4%

無効・無回答

1.2%

小学生

n= 251人
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（４） 自由回答意見（上位抽出） 

 周囲（身近な人、行政担当者等）に期待す

ること 

教育・保育環境の充実や親子の過ごし方な

ど子育てに関すること 

未就学児 

①子育てに関する情報の提供 

「公園などのリスト化やマップの作成」 

②子育ての悩みの相談 

「ささいなことでも相談できる環境、何か

あったときに預かってもらえる場所がある

と助かる」他 

①幼稚園・保育所 

「幼稚園の預かり保育の充実（時間・就労

利用）」「認可保育所（小規模保育所）の増

設」「複数の運営主体」 

②子どもの遊び場（公園・施設） 

「設備が充実した遊具のある公園」「児童館

の設置」他 

小学生 

①一時預かり 

「親が病気で面倒をみられないときに預か

ってもらえるとよい」 

「突発的に帰宅が遅くなるときに安心して

預けられる施設を」 

②子育ての悩みの相談 

「ささいなことは話しにくいので、手紙や

メール、チャットなどで相談したい」他           

①学童保育・放課後の居場所 

「学童が小学校の中に全ての学年で利用で

きれば良い」「学童の利用料が近隣の町より

高い」 

②子どもの遊び場（公園・施設） 

「雨の日でも、大勢の子が遊べる施設」「小

学生が思いきり遊べるアスレチックなどの

公園」他 

 

 

Ⅱ．第 2期開成町子ども・子育て支援事業計画策定 

 

 第 2期開成町子ども・子育て支援事業計画策定にあたり、開成町子ども・子育て会議

における検討のほか、庁内計画推進会議（仮称）を開催しヒアリング等を実施いたしま

す。 

 

〇開成町子ども・子育て会議   

①５月     現行計画の評価、現状と課題分析、量の見込み 

 ②６月～７月  提供体制の確保内容と実施時期、計画骨子案、各種子育て施策 

 ③８月～９月  計画素案の検討 

 ④１２月    パブリックコメント結果、計画修正 

 ⑤１月～２月  計画案確認 

 

〇庁内計画推進会議（仮称） 

 ①５月     第 2期計画、現行計画の評価 

 ②１２月    パブリックコメント結果報告、計画修正等 

  ①と②の間にシート作成、ヒアリング等の実施 


